
令和 5 年１２月 8 日招集 

令和 5 年第１０回北塩原村議会定例会 

村長招集挨拶並びに提案理由の説明 

 

本日ここに、令和五年第十回北塩原村議会定例会を招集いたしました

ところ、全員のご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 

（村政報告） 

はじめに、村政についてご報告を申し上げます。 

 

一点目は、敬老会の開催についてであります。 

今年は４年ぶりの開催となり、去る９月 19 日にラビスパ裏磐梯にて

桧原・裏磐梯地区、20 日にコミュニティセンターホールにて北山・大塩

地区を対象に、２日間に分けて開催し、両日合わせて 111 名の方に出

席いただきました。 

６組の金婚夫婦の表彰をはじめ、村内幼稚園の園児たちや、老人クラ

ブの方々によるお祝いステージなど、様々な催しが行われ、交流あふれ

る一日を過ごしました。 

 

二点目は、北塩原村総合防災訓練の実施についてであります。去る９

月 23 日に、役場本庁をメイン会場に行い消防団や行政区長、民生児童

委員など約 130 人が参加しました。 

訓練は、当村で震度６弱の地震が発生したことなどを想定し、避難訓

練、初期消火訓練、簡易防火水槽設置等訓練など７訓練を行いました。 

また、一般来場者向けに消火体験コーナーや煙体験コーナー、食生活

改善推進員による防災食の試食コーナーなどを設置し、村民ぐるみで防

災意識の高揚を図りました。 

 

三点目は、「ラフェスタ・ミッレミリア 2023」についてであります。 

去る 10 月６日から９日の日程で明治神宮をスタートし、裏磐梯、日

光、成田を巡り、幕張をゴールとするルートで開催されました。 

10 月７日には、役場本庁舎前にチェックポイントが設置され、沿道

で多くの村の方々が旗を振ってドライバーに声援を送っていただきま

した。 

 

四点目は、村消防団秋季検閲についてです。去る 10 月 22 日、村消



防団秋季検閲が、北山地区で行われ、消防団員及び女性消防隊合わせて

104 名が参加しました。 

村構造改善センター前にて、閲団式、分列行進、その後村民グラウン

ドで検閲式が行われ、通常点検、規律訓練、機械器具点検が行われまし

た。 

 

五点目は、「ふくしま駅伝」についてであります。第 35 回市町村対抗

県縦断駅伝競走大会は去る 11 月 19 日、白河市をスタートし、福島市

の県庁前にフィニッシュする 16 区間、９６．３㌔で繰り広げられまし

た。 

今年は新型コロナウイルス感染症が第５類に移行したことを受け、従

来と同じ体制での開催となりました。 

選手は、日々の厳しい練習の中で、着実に力をつけ、全区間を走りき

りました。大会の成績は、５時間 49 分 42 秒でゴールし、昨年の総合

30 位から順位を押し上げて、総合 29 位（村の部５位）というすばらし

い成績を収めました。 

 

ここで、本日提案いたしました議案等について、説明を申し上げます。 

 

議案第 78 号及び議案第 79 号は、議会議員の議員報酬、期末手当及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例と、村長等の給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例であります。 

県人事委員会勧告に基づき、議会議員並びに村長等の期末手当の支給

割合を 0.1 月増額するものであります。 

 

議案第 80 号は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例です。 

県人事委員会勧告に基づき、一般職員並びに会計年度任用職員の給与

表の改正及び一般職員の期末手当の支給割合を 0.05 月、勤勉手当の支

給割合を 0.05 月、それぞれ増額するものであります。 

 

議案第 81 号は、北塩原村税特別措置条例の一部を改正する条例であ

ります。 

県税特別措置条例の一部を改正する条例の施行により、文言の整理及

び引用条文の変更を行うものであります。 

 

議案第 82 号は、北塩原国民健康保険税条例の一部を改正する条例で



あります。 

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律の施行により、産前・産後期間相当分の国民健康保険税

の減額措置など、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第 83 号は、令和五年度北塩原村一般会計補正予算（第６号）に

ついてであります。 

歳入歳出それぞれ、六千三百 九十万 九千円 を追加し、歳入歳出の

総額をそれぞれ三十五億 七千八百 九十万五千円とするものでありま

す。 

主な補正の内容につきましては、 

〇電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援事業 

 二千五百 七十六万 一千円 

〇県人事委員会勧告に伴う職員給与等改定 

 一千 七十七万 四千円 

〇ふるさとづくり寄付金事業 

二千四百 十四万 八千円 

〇村の駅整備事業 

三百 九十七万 二千円 

〇若者定住住宅取得支援事業 

 百二十万円 

〇電気料高騰対策 

五百 七十六万 四千円 

〇国補助金返還金 

 百二十六万 四千円 

などであります。 

 

議案第 84 号は、令和五年度北塩原村簡易水道事業費特別会計補正予

算（第２号）であります。 

歳入歳出それぞれ、百十九万 四千円 を追加し、歳入歳出の総額をそ

れぞれ三億 八千百 六十五万 千円とするものであります。 

主な補正の内容につきましては、 

〇福島県国民健康保険団体連合会負担金 

 四十四万 九千円 

〇保険給付費等交付金返還金 

 三百十七万 五千円 



〇県人事委員会勧告に伴う給与改定 

 三十八万 二千円 

であります。 

 

議案第 85 号は、令和五年度北塩原村簡易水道事業費特別会計補正予

算（第２号）であります。 

歳入差歳出それぞれ、百六十四万 六千円 を追加し、歳入歳出の総

額をそれぞれ一億七千二百 七十四万 六千円 とするものであります。 

主な補正の内容につきましては、 

〇大久保配水池漏水修繕 

 百四十六万 三千円 

〇県人事委員会勧告に伴う給与改定 

 十八万 三千円 

〇基金積立金 

 百三十二万円 であります。 

 

議案第 86 号は、令和五年度北塩原村特定環境保全下水道事業特別会

計補正予算（第１号）であります。 

歳入差歳出それぞれ、二十万 三千円 を追加し、歳入歳出の総額を

それぞれ三億八千九百 九十四万 円 とするものであります。 

主な補正の内容につきましては、 

〇県人事委員会勧告に伴う給与改定 

 二十万 三千円 

〇料金改定に伴い下水道使用料金収入が増えたことによる予算の組

み替え 

 十七万 四千円 

であります。 

 

議案第 87 号、令和五年度北塩原村簡易排水施設事業特別会計補正予

算（第１号）並びに議案第 88 号、令和五年度北塩原村農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）であります。 

共に補正額の増減はありませんが、料金改定に伴い下水道使用料金収

入が増えたことによる予算の組み替えを行うものであります。 

 

議案第 89 号、令和五年度北塩原村介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）についてであります。 



歳入歳出それぞれ、二百九万 五千円 を追加し、歳入歳出の総額をそ

れぞれ三億 五千 四十三万 七千円とするものであります。 

主な補正の内容につきましては、 

〇介護予防・生活支援サービス事業費の補正 

 百五十六万円 

〇介護保険制度改正に伴うシステム改修 

 七十九万 三千円 

であります。 

 

議案第 90 号、令和五年度北塩原村後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）についてであります。 

歳入歳出それぞれ、二万 九千円 を追加し、歳入歳出の総額をそれぞ

れ三千百五十五万 一千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、過年度の所得更正等に伴う保険料還付金

であります。 

 

以上、議案十三件を提案申し上げましたが、詳細につきましては、議

案審議の際に担当課長に説明をさせますので、慎重審議を賜りまして、

適切なる議決をいただきますようお願いを申し上げます。 

 

なお、人事案件としまして、固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて１件、追加でご提案を申し上げますので、慎重審議を賜りましてご

議決を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げまして、私の挨拶といた

します。 

どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

（村長降壇） 


